
【運動の重点】～マナーアップ！あなたが主役です～

①通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者
の安全確保

②「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転
意識の向上

③自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解
・遵守の徹底とヘルメットの着用促進
【運動の期間】
令和８年４月６日（月）から
令和８年４月１５日（水）までの間


